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本江先生より天辰氏のご紹介 

働き方改革小委員会メンバーに向けたレクチャーを行うことが説明された。 

 

天辰氏のレクチャーから抜粋 

 

１．医師の時間外労働規制について 

2024年からは A水準（年 960時間以下）を推奨していくが、一部例外があり、B水準（年 1860 

時間以下）を最低限念頭に置いて準備してほしい。 

将来的（2035年度末）に B水準は解消、C水準も見直す予定。 

 

２．義務化について 

医師ごとの計画を立てる必要がある。 

B、C水準は勤務時間の 9時間のインターバルを含め（シフト）、連続勤務時間制限 28時間と規 

制される。時間外勤務が 100時間を超える場合は、面接指導が必要となる。 

将来に向けて、どの水準を選ぶのか、準備が必要となる。 

コロナの影響を受けて、議論が遅れているが、施設ごとに検討していただきたい。 



 

 

３．2024年までに必要な対応 

これからは、以下スライドのとおり、緊急の仕組みづくりと検討を行っていただく必要がある。

2023年には第三者委員会が設けられ、第三者評価を受ける。2022年には、申請受付の案内がさ

れる。その前に、診療科ごとにどの水準で申請するかを含め、検討をする必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 



４．取り組みについて 

・医師の勤務時間の把握（外勤も含め） 

・３６協定が適切か確認（自己点検） 

・時短勤務医の活用やタスク・シフティングを検討 

 

 

５．実評価のポイント 

どんな視点で評価されるかのポイントは以下のスライドのとおり。 

 



６．チェックリスト 

第 8回 医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料 4-1を参照 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13253.html 

 

 

７．健康確保措置の面接指導について 

面接指導ができる体制を構築していただきたい。 

産業医や研修を受けた面接指導実施医師を複数人確保する必要がある。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13253.html


８．厚労省で行った調査について 

議論には調査が必要で、厚労省でも 2種類の調査を行った。 

 

1県 1大学病院程度で調査を行った。 

左下の図を見ると地域差があるため、一概には言えないが、兼業先を含めると A水準でおさま

らない施設が非常に多いことがわかる。診療科によっても医師によっても差がある。 

 
 

 

 



1860時間を超える医師は必ずいるが、1名程度であれば、何とかできそうというのが、 

調査の感想であった。

 

 

夜間等の救急医療体制の集約化など、複合的に議論をしていかないと、働き方改革は進めて

いけないというのが結論。 

変形労働時間の導入や宿日直許可など診療科により異なるが、対策は立てられるのではない 

かという印象。 

 



９．2040年を展望した医療提供体制 

  ・2次医療圏の各医療機関の役割を明確化する。 

  ・地域医療と提供体制を合わせた対応が必要である。 

  現状にそぐわないという意見も多いが、循環器領域で何ができるか議論していただきたい。 

 

   

  ・変形労働時間制の導入も検討いただきたい。 

  以下のスライドは、夜間であっても正規の労働時間としてセットする一例 

 



１０．タスク・シフティングとシェアについて 

  以下のスライドは事例の紹介 

 

 

 

 

 

 

 



１１．タスク・シフティングとシェアの推進について 

タスク・シフトを受ける側のモチベーション向上を重要視し、総論として、推進策のモデル 

ケースとして以下参照スライド 

 

 

１２．医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会について 

  タスク・シフトについてどこまでできるか検討を行っている。 

どこまでやってよいのか明確にしてこなかったが、現行制度で可能な案を検討してみた。 

 



・導入済みの先進事例として以下も参照してもらいたい。 

 

【質疑応答】 

Q.心筋梗塞を扱う診療科のため、夜間の緊急を多く扱うが、オンコール中はどうか。 

A,オンコール中は議論がある。9時間空けないといけないかなど、例外措置は設ける必要がある。

結論はまだ出ていない。現実的に可能なラインで設定する必要がある。 

Q.オンコールで呼ばれた時だけが仕事となると、多くの病院が少人数で回していて、中央値が 

4人という少人数で回している。対応しようとすると何名くらい必要だと思われるか。 

A.具体的な人数を提示するのは難しい。以下スライドの一番右が 1860時間のパターン例。 

 



Q.学会の調査で、半分の施設が 4名程度で回している。地域医療で何名なら回せるか検討が難し

い。事前に ACS実態調査の集計データを天辰先生に見ていただいた。病院のひありん必要か。 

A.協力いただける施設で、4名で回している施設を何名ならできるか調査が必要ではないか。 

一概には言えないが、当直を週 1回のところにあたってみてはどうか。週 1回であれば 1860時 

間以内になる。2回以上になると上限の 1860時間を超える。 

Q.年 1860時間に外勤した時間も含めると外勤を中止させる施設がでてくるのではないか。 

A.実はこの件は、検討会でも検討している。今後も検討会で対応していく。 

Q.「A、B、C」は病院が選択するということか。 

A.そうです。 

Q.大きな病院の他にカテ開業医もいるが、カテ開業病院はその設定は不可能ではないか。 

ペナルティはあるのか。緊急カテの体制は、大きな病院や人集めのできる施設以外、難しいの

ではないか。 

A.まだまだ検討が必要なところがある。ペナルティなどは決まっていない。 

 都道府県によって判断が分かれないよう、客観的な基準は厚労省から示していきたい。 

Q.三次救命救急センターのため、「A、B、C」はどう判断していくのか。 

A.第三者機関の評価を受けて、B水準の申請を審査してもらう。 

Q、診療報酬とはリンクするか。 

A.現時点ではリンクしない。働き方改革を進めるための診療報酬はいくつかあるが、この制度が

影響することはない。 

Q.宿日直の許可など弾力的にできるか。 

A.実態ベースで判断しているもので、常態的に勤務があると、宿日直の許可は難しいため、時間 

外の工夫が必要ではないか。当直の考え方を変え、配置を工夫する等の議論が必要ではないか 

Q.タスク・シフトの検討（技師さん、看護師さんを含めた検討）を行っていただきたい。 

A.今日のレクチャーは、現行の法で実行可能なモデルケースとなる。柔軟な運用を目指す。 

Q.本来、地域医療（都道府県）単位で検討が必要であるが、CVITでは、専門医の教育で、施設群 

という制度を導入し、隣県との連携も行い、技術の担保も行っている。その制度をヒントにう 

まく運用できないか。 

A.専門医の指導なども県をまたぐ際のルールはまだ決まっていない。今後の検討課題である。 

時間が掛かると思うが、是非ご検討をお願いしたい。 

緊急が多い学会のため、2024年に向けて不安が多い。クオリティを担保しつつ、両立できる方

法を模索していきたい。 

以上 


